
未就職者を正規雇用し、地域ニーズに応じた人材を育成する企業に対しこれに要する経費について

補助金を交付します。

(1) 新規雇用者数が１人以上であること。

(2) 町税等を滞納していないこと。

(3) 次の対象業種のいずれかに該当すること。

対象者 ※次の全てに該当する企業

①製造の事業 ②ソフトウェア業 ③旅館業（下宿営業を除く。） ④医療・福祉業

⑤教育・学習支援業 ⑥農業・林業 ⑦建築・土木・設備工事業 ⑧造園業

⑨道路旅客・貨物運送業 ⑩卸売・小売業 ⑪自動車販売・整備業

⑫廃棄物処理・衛生の事業 ⑬飲食サービス業（風俗営業等の規制及び業務の適正化等に 関する

法律第２条第１項に規定する風俗営業に該当するものを除く。）

⑭その他町長が特に必要と認める業種

(1) 未 就 職 者 町内に住所を有する者で、学校教育法（昭和２２年法律第２０７号）第１条に規定する学校

を卒業し、又は事業主の都合により離職し、求職活動を行っているものをいう。

(2) 正 規 雇 用 次のいずれにも該当する雇用をいう。（※パートタイム労働者も次のいずれにも該当する場

合には対象となります。）

ア 事業主に直接雇用されていること。

イ 雇用期間の定めのないこと。

ウ 雇用保険法(昭和４９年法律第１１６号)第４条第１項に規定する被保険者であること。

エ 賃金が労働した時間によって算定されないこと。

(3) 企 業 町内に事業所を有し、かつ、雇用保険法第５条第１項に規定する適用事業を営む法人又は個

人をいう。

(4) 新規雇用者 新規に正規雇用された未就職者で、１１月以上継続的に雇用されているものをいう。

大子町地域人材育成事業補助金

袋田の滝キャラクター

たき丸

【 定 義 】

≪ 補 助 対 象 外 ≫

・正規雇用の日の前日から起算して過去３年間において同一の未就職者を正規雇用している企業

・事業主が個人である場合は、正規雇用した者が事業主の２親等以内の親族である企業

・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条に規定する暴力団若しくは暴力団員又はその統

制下にある企業

・地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当する企業

・大子町建設工事等請負業者指名停止等措置要綱に基づく指名停止等の措置を受けている企業

・破産法の規定による破産手続開始の申立て、会社更生法の規定による更生手続きの開始の申立て又は民

事再生法の規定による再生手続開始の申立てをしている企業

・宗教活動、政治活動又は選挙活動を行うことを主たる目的としている企業



補助金の交付の対象になる経費は、人材育成に係る研修費とする。

① 補助金の額は、新規雇用者１人につき１５万円を限度とし、一の企業につき同一年度内において

２００万円を限度とする。

② 補助金の交付は、新規雇用者１人につき１回限りとする。

① 正規雇用した日から起算して３０日以内に町に登録申込みをします。

② 正規雇用した日から１１月を経過した日から起算して３０日以内に町に申請をします

③ 事業が完了したとき、又は補助金の交付決定に係る会計年度が終了したときは町に実績報告を

します。

④ 実績報告後、町から補助金が交付されます。

※登録申込みは、４月１日以降に随時受け付けます。ただし、土・日曜日及び祝日を除く。

※申請は、翌年３月１日以降に随時受け付けます。ただし、土・日曜日及び祝日を除く。

大子町役場 観光商工課 観光商工担当 〒３１９－３５２１ 大子町大字北田気６６２

℡０２９５－７２－１１３８ E-mail kankou@town.daigo.lg.jp

補助金申請予定者登録申込 補助金交付申請
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補助金の額等

Off-JT（研修機関）：入学料・授業料、教材費、研修機関に通う交通費等

Off-JT（事業所内）：外部講師謝金・旅費、研修に必要な資材等

OJT：既存従業員が指導にあたる間の賃金、使用する資材等

対象経費

手続き

申請先及び問合せ先

mailto:kankou@town.daigo.lg.jp

